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一
、
は
じ
め
に

　

わ
が
国
で
は
、
周
知
の
と
お
り
二
〇
一
四
年
一
月
か
ら

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｉ

Ｓ
Ａ
（Individual Savings A

ccount

）
を
モ
デ
ル
に

し
て
作
ら
れ
た
制
度
で
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
（
非
課
税
口

座
）
内
で
毎
年
一
定
金
額
の
非
課
税
投
資
枠
が
設
定
さ

れ
、
そ
の
範
囲
内
で
購
入
し
た
金
融
商
品
か
ら
得
ら
れ
る

配
当
や
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
な
ど
が
非
課
税
と
な
る
制
度

で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
未

成
年
者
を
対
象
と
し
た
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
、
二
〇
一

八
年
一
月
か
ら
は
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
ス
タ
ー
ト
し
て

い
る⑴

。
ま
た
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
関
す
る
学
術
研
究
も
行
わ
れ

て
お
り
、
例
え
ば
大
野
・
林
田
・
安
岡
（
二
〇
一
九
）
と

い
っ
た
研
究
が
あ
る⑵

。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
は
、
大
野
・
林
田
・

安
岡
（
二
〇
一
九
）
の
よ
う
に
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
計
量

経
済
学
的
手
法
を
用
い
て
実
証
研
究
を
行
う
こ
と
が
大
切

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
諸
外
国
で
導
入
さ

れ
て
い
る
非
課
税
貯
蓄
口
座
の
制
度
、
実
態
、
学
術
研
究

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら

カ
ナ
ダ
の
非
課
税
貯
蓄
口
座

―
制
度
と
実
態
の
概
観
―

山　

田　

直　

夫
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れ
る
。
ま
た
、
学
術
研
究
の
理
解
に
は
制
度
と
実
態
の
把

握
が
前
提
と
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
カ
ナ
ダ
で
導
入

さ
れ
て
い
る
非
課
税
貯
蓄
口
座
（T

ax-Free Savings 

A
ccount

、
以
下
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
制
度

と
実
態
に
つ
い
て
概
観
す
る⑶

。
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
学

術
研
究
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

　

カ
ナ
ダ
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
わ
が
国
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
よ
り
少
し

早
く
、
二
〇
〇
九
年
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は

一
般
的
な
貯
蓄
を
目
的
と
し
て
お
り
、
一
八
歳
以
上⑷

で
社

会
保
険
番
号
（Social Insurance N

um
ber; SIN

）
を

持
っ
て
い
る
個
人
を
対
象
と
し
て
い
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
対

す
る
拠
出
に
つ
い
て
は
所
得
税
の
税
額
を
算
出
す
る
際
に

控
除
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
運
用
と
引
き
出
し
に
関
し
て
は

非
課
税
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
時
点
に
お
い
て
課
税

さ
れ
る
か
（T

axed

）、
課
税
さ
れ
な
い
か
（Exem

pt

）、

と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
同
じ
く
Ｔ
Ｅ

Ｅ
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
控
除
さ
れ
な
い
の
は

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
対
す
る
拠
出
だ
け
で
な
く
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
関

す
る
手
数
料
や
拠
出
の
た
め
の
借
入
お
よ
び
借
入
利
子
も

控
除
さ
れ
な
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
次
の
二
節
で

は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
概
要
を
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
（Canada �ev-

�ev-

enue A
gency

）
の
資
料
（T

ax-Free Savings A
ccount

（
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
）, Guide for Individuals

）
や
カ
ナ
ダ
政
府

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
考
に
紹
介
す
る
。
続
く
三
節
で
は

カ
ナ
ダ
歳
入
庁
の
統
計
デ
ー
タ
（T

ax-Free Savings 

A
ccount statistics

）
を
用
い
て
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
実
態
に

つ
い
て
概
観
す
る
。
最
後
の
四
節
で
は
、
本
稿
の
内
容
を

ま
と
め
、
今
後
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

二
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
概
要

⑴
　
口
座
の
開
設

　

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
一
八
歳
以
上
で
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な
け
れ
ば
開
設
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
二
〇
一
九
年
一
一

月
一
日
に
一
八
歳
に
な
る
個
人
は
、
同
年
一
一
月
一
日
の

時
点
で
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
、
銀
行
、
保
険
会
社
、
信
用
組
合
、
信

託
会
社
で
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
タ
イ
プ

と
し
て
は
預
金
、
年
金
契
約
、
信
託
契
約
、
自
己
指
図
の

四
種
類
が
あ
る
。
ま
た
個
人
は
複
数
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
開
設

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
詳
し
く
は
次
の
「
⑵
拠
出
」
で
触

れ
る
が
、
そ
の
年
に
拠
出
で
き
る
最
大
額
（
こ
れ
を
コ
ン

ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
と
い
う
）
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
複
数
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
持
つ
場
合
、
拠
出
の
合
計
額
が

コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
を
超
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
超
え
る
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
課
さ
れ
る
）。

　

な
お
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
で
運
用
益
が
生
じ
た
場
合
や
、
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
か
ら
引
き
出
し
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
老
齢
年
金

（
Ｏ
Ａ
Ｓ
）、
所
得
保
障
補
足
年
金
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）、
雇
用
保

険
（
Ｅ
Ｉ
）
の
給
付
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
同
様

に
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
運
用
益
や
引
き
出
し
が
カ
ナ
ダ
の
児
童
手

当
（
Ｃ
Ｃ
Ｂ
）、
労
働
所
得
手
当
（
Ｗ
Ｉ
Ｔ
Ｂ
）、
連
邦
付

加
価
値
税
（
Ｇ
Ｓ
Ｔ
）
と
統
一
売
上
税
（
Ｈ
Ｓ
Ｔ
）
の
還

付
な
ど
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
。

⑵
　
拠
出

　

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
拠
出
に
関
す
る
特
徴
は
、
拠
出
で
き
る
額

が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
拠

出
で
き
る
最
大
額
の
こ
と
を
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ル
ー
ム
と
い
う
が
、
今
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ル
ー
ム
は
、

　

①
今
年
の
拠
出
限
度
額

　

②
前
年
の
未
使
用
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

　

③
前
年
に
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
額

の
三
つ
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
図
表
１
は
各
年
の
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
に
対
す
る
拠
出
限
度
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る⑸

。
こ

こ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
二
〇
一
五
年
の
一
年
間
だ
け
拠
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出
限
度
額
が
突
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
拠
出
限
度
額
は
収

入
等
に
依
存
し
な
い
。

　

先
に
も
挙
げ
た
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
日
に
一
八
歳
に

な
る
個
人
が
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
日
以
降
に
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ

を
開
設
し
た
場
合
、
二
〇
一
九
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー

シ
ョ
ン
ル
ー
ム
は

　

①
は
六
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

　

②
は
ゼ
ロ

　

③
は
ゼ
ロ

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
に
な
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
六
年
に
一
八
歳
に
な
っ
た
個
人
が
二
〇

一
七
年
に
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
開
設
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場

合
、
二
〇
一
七
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
は

　

①
は
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

　

② 

は
二
〇
一
六
年
の
拠
出
限
度
額
で
あ
る
五
五
〇
〇
カ

ナ
ダ
ド
ル

　

③
は
ゼ
ロ

図表１　拠出限度額の推移

年
拠出限度額

（単位：カナダドル）
2009 5000
2010 5000
2011 5000
2012 5000
2013 5500
2014 5500
2015 10000
2016 5500
2017 5500
2018 5500
2019 6000

（注）　拠出限度額はインフレ調整される。
〔出所〕　カナダ政府資料より作成
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と
な
る
か
ら
、
一
一
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
と
な
る⑹

。

　

さ
ら
に
、
こ
の
個
人
が
二
〇
一
七
年
に
一
一
〇
〇
〇
カ

ナ
ダ
ド
ル
を
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
拠
出
し
た
場
合
、
二
〇
一
八
年

の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
は

　

①
は
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

　

②
は
ゼ
ロ

　

③
は
ゼ
ロ

で
あ
る
か
ら
、
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
と
な
る
。
運
用
に

よ
り
収
益
が
発
生
し
て
も
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー

ム
は
影
響
を
受
け
な
い
。
ま
た
、
損
失
が
発
生
し
て
も
引

き
出
し
と
は
認
識
さ
れ
な
い
。

　

理
解
を
深
め
る
た
め
に
も
う
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
た

い
。
あ
る
個
人
が
二
〇
一
六
年
末
の
時
点
で
コ
ン
ト
リ

ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
を
全
て
使
っ
て
い
た
と
す
る
。
こ

の
場
合
、
二
〇
一
七
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー

ム
は

　

①
は
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

　

②
は
ゼ
ロ

　

③
は
ゼ
ロ

で
あ
る
か
ら
、
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
と
な
る
。
こ
の
個

人
が
二
〇
一
七
年
に
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
の
拠
出
を
行

い
、
四
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
の
引
き
出
し
を
行
っ
た
と
す

る
。
こ
の
場
合
、
二
〇
一
八
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ

ン
ル
ー
ム
は

　

①
は
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

　

② 

は
五
五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

－

五
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
＝

五
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

　

③
は
四
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル

で
あ
る
か
ら
、
①
か
ら
③
を
合
計
し
た
一
四
五
〇
〇
カ
ナ

ダ
ド
ル
と
な
る
。

　

な
お
、
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
を
超
え
て
拠

出
し
た
場
合
、
超
過
額
が
残
っ
て
い
る
月
ご
と
に
、
そ
の

月
の
最
大
超
過
額
の
一
％
に
相
当
す
る
税
金
が
課
さ
れ
る

と
い
う
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
あ
る
。
複
数
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
持
つ
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場
合
は
拠
出
の
合
計
額
が
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー

ム
を
超
え
る
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
課
さ
れ
る
。

⑶
　
引
き
出
し

　

引
き
出
し
は
い
つ
で
も
で
き
る
。
し
か
し
先
の
例
で
み

た
と
お
り
、
引
き
出
し
は
そ
の
年
で
は
な
く
翌
年
の
コ
ン

ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
に
影
響
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
一
度
引
き
出
し
た
も
の
を
同
年
中
に
再
拠
出
す
る
た

め
に
は
そ
の
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
に
未

使
用
の
部
分
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

⑷
　
資
金
の
移
転

　

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
間
で
の
資
金
の
移
転
の
場
合
、
原
則
と
し
て

税
制
上
の
影
響
は
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
つ
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ

Ａ
か
ら
他
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
資
金
を
移
転
さ
せ
た
場
合
や
、

あ
る
金
融
機
関
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
か
ら
別
の
金
融
機
関
の
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
へ
資
金
を
移
す
場
合
、
金
融
機
関
が
そ
の
手
続
き
を

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
税
制
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
た
だ

し
、
個
人
が
自
分
で
資
金
を
移
動
し
た
場
合
は
、
資
金
を

引
き
出
し
て
再
び
拠
出
し
た
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

⑸
　
投
資
対
象

　

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
お
け
る
投
資
対
象
は
、
登
録
退
職
貯
蓄
プ

ラ
ン
（�egistered �etirem

ent Savings Plan

、
以

下
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
）
と
原
則
と
し
て
同
じ
で
、
現
金
、
ミ
ュ
ー

チ
ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
、
指
定
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い

る
株
式
、
Ｇ
Ｉ
Ｃ
（Guaranteed Investm

ent Certifi-

cate

）、
債
券
、
中
小
企
業
の
特
定
株
式
で
あ
る
。
ま
た
、

海
外
の
金
融
商
品
に
投
資
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ

し
、
海
外
か
ら
配
当
を
受
け
取
る
場
合
は
源
泉
徴
収
の
対

象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
に
は
、
非
登
録
口
座
に
保

有
す
る
株
式
な
ど
「
現
物
」
に
よ
る
拠
出
も
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
は
公
正
市
場
価
値
（Fair M

arket V
alue; 

FM
V

）
で
資
産
を
処
分
し
た
と
み
な
し
て
拠
出
額
を
算
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出
す
る
。
こ
の
処
分
に
よ
っ
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
が
発

生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
所
得
税
申
告
書
で
キ
ャ

ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
を
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
キ
ャ
ピ
タ

ル
ロ
ス
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
所
得
税
制
上

考
慮
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
、
一
定
の
手
続
き
に
よ
っ
て
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
お
け
る

投
資
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

公
正
市
場
価
値
で
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
に
お
け
る
投
資
が
引
き
出
さ

れ
た
と
み
な
し
て
、
そ
の
年
の
収
入
に
含
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
お
、
税
制
調
査
会
（
二
〇
一
九
、
二
五
ペ
ー

ジ
）
で
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
、「
基
本
的
に
一
般
的
な

貯
蓄
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
が
、
老
後
資
産
と
関
連
し

て
、
登
録
企
業
年
金
等
や
登
録
退
職
貯
蓄
プ
ラ
ン
は
七
一

歳
で
必
ず
登
録
退
職
所
得
基
金
に
移
換
し
、
一
定
額
の
引

出
し
を
開
始
し
な
い
と
い
け
な
い
た
め
、
七
一
歳
以
降
に

な
っ
て
そ
の
お
金
を
非
課
税
貯
蓄
口
座
に
入
れ
る
と
い
う

使
い
方
も
さ
れ
て
い
る
。」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。

図表２　TFSAの保有者数・口座数の推移

〔出所〕　カナダ歳入庁資料より作成
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三
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
実
態
―
概
観
―

　

こ
こ
で
は
、
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
の
統
計
デ
ー
タ
（T

ax-

Free Savings A
ccount statistics

）
を
使
っ
て
、
Ｔ

Ｆ
Ｓ
Ａ
の
実
態
を
概
観
し
た
い
。
図
表
２
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の

保
有
者
数
と
開
設
口
座
数
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
保
有
者
数
、
開
設
口
座
数
と
も
に
年
々
増
加

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
有
者
数
が
導
入
当
初
の
二

〇
〇
九
年
で
は
約
四
八
四
万
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
二

〇
一
六
年
で
は
約
一
三
四
七
万
人
と
約
二
・
八
倍
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
開
設
口
座
数
を
み
る
と
、
二
〇
〇
九
年
は

約
五
二
九
万
口
座
、
そ
れ
に
対
し
て
二
〇
一
六
年
は
約
一

八
二
六
万
口
座
で
約
三
・
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
保
有
者
一
人
あ
た
り
の
口
座
数
も
二
〇
〇

九
年
の
一
・
〇
九
か
ら
二
〇
一
六
年
に
は
一
・
三
六
に

な
っ
て
い
る
。

図表３　TFSAの保有者数（口座数別）
　　　　　　　　年

TFSAの口座数
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 4435980 5944290 6996660 7828670 8364230 9160020 9569388 9974130
2 366010 795830 1129570 1414370 1812410 2019350 2387144 2612170
3 31580 102260 184510 263850 388410 413810 557778 630530
4 4770 14940 41060 62080 97230 99180 144731 168630
5 920 2980 9840 18440 30250 28900 43354 51640
6 380 910 2710 5550 11810 10520 15114 19020
7 110 340 850 1940 5050 4650 6485 7990
8 50 140 370 840 2280 2060 3179 3920
9 20 70 170 370 1150 930 1612 2090

10以上 50 150 360 730 1790 1350 2239 3090
合計 4839870 6861910 8366100 9596840 10714610 11740770 12731024 13473210

〔出所〕　カナダ歳入庁資料より作成
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図
表
３
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
保
有
者
数
を
保
有
口
座
数
別
に
み

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
下
段
の
合
計
は
図
表

２
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
保
有
者
数
と
一
致
す
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
一
口
座
し
か
持
た
な
い
個
人
が
多
く
、
割
合
を
計
算

す
る
と
、
二
〇
〇
九
年
で
は
約
九
二
％
、
二
〇
一
六
年
で

も
約
七
四
％
で
あ
る
。
た
だ
一
方
で
一
〇
口
座
以
上
保
有

す
る
個
人
も
二
〇
一
六
年
で
三
〇
九
〇
人
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

次
に
図
表
４
を
用
い
て
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
拠
出
者
数
に
関
す

る
デ
ー
タ
を
み
て
い
こ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
保
有
者
の
う

ち
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
拠
出
を
し
た
人
数
は
二
〇
〇
九
年
の
約
四

五
二
万
人
か
ら
増
加
し
て
二
〇
〇
一
五
年
に
は
約
七
九
一

万
人
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
二
〇
一
六
年
は
約
七
八
二

万
人
と
若
干
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
五
年
の

拠
出
限
度
額
が
他
の
年
に
比
べ
て
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

図
表
５
は
拠
出
総
額
を
表
し
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
の

図表４　TFSAの拠出者数

〔出所〕　カナダ歳入庁資料より作成
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約
一
九
〇
億
カ
ナ
ダ
ド
ル
か
ら
増
加
し
、
二
〇
一
五
年
に

は
約
六
一
九
億
カ
ナ
ダ
ド
ル
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五

年
が
最
も
高
い
の
は
、
拠
出
限
度
額
が
高
く
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
る
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
増

加
が
主
要
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
図
表
６
は

T
otal Fair M

arket V
alue

、
つ
ま
り
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
内
の

残
高
を
表
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
の
約
一
八
二
億
カ
ナ

ダ
ド
ル
か
ら
年
々
増
加
し
て
、
二
〇
一
六
年
に
は
約
二
三

二
九
億
カ
ナ
ダ
ド
ル
に
な
っ
て
い
る
。
図
表
７
は
拠
出
者

一
人
当
た
り
の
拠
出
額
と
保
有
者
一
人
あ
た
り
の
残
高
を

み
た
も
の
で
あ
る
。
総
額
の
デ
ー
タ
と
傾
向
は
同
じ
で
拠

出
額
は
二
〇
一
五
年
が
ピ
ー
ク
（
約
七
八
二
六
カ
ナ
ダ
ド

ル
）
で
、
残
高
の
方
は
年
々
増
加
し
て
い
る
（
二
〇
一
六

年
で
約
一
七
二
八
六
カ
ナ
ダ
ド
ル
）。

図表５　拠出総額

〔出所〕　カナダ歳入庁資料より作成
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四 

、
む
す
び
に
か
え
て
―
今
後
の
課

題
―

　

本
稿
で
は
、
学
術
的
に
は
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
も
の

の
、
わ
が
国
で
は
そ
の
制
度
や
実
態
に
つ
い
て
ま
だ
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
カ
ナ
ダ
の
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に

つ
い
て
、
そ
の
仕
組
み
を
紹
介
し
て
、
実
態
を
把
握
し

た
。
実
態
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
末
時
点
で
一
三
四

七
万
人
が
口
座
を
保
有
し
、
そ
の
残
高
は
二
三
二
九
億
カ

ナ
ダ
ド
ル
（
一
人
当
た
り
一
七
二
八
六
カ
ナ
ダ
ド
ル
）
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。
た
だ
紙
幅
の
都
合
も
あ

り
、
本
稿
で
は
実
態
を
詳
細
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
年
齢
別
、

所
得
階
層
別
に
拠
出
額
や
残
高
を
み
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
内
で

ど
の
よ
う
な
種
類
の
資
産
が
保
有
さ
れ
て
い
る
の
か
を
把

図表６　資産残高

〔出所〕　カナダ歳入庁資料より作成
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握
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
関
す
る
学
術
研
究
が
い
く
つ
か
行

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
も
触
れ
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
ま
ずasset 

location

⑺

の
問
題
を
扱
っ
た
研
究
と
し
てLavecchia

（
二

〇
一
九
）
が
あ
る
。Lavecchia

（
二
〇
一
九
）
は
Ｔ
Ｆ

Ｓ
Ａ
残
高
が
一
〇
％
増
加
す
る
と
課
税
対
象
の
金
融
資
産

保
有
が
二
・
五
％
減
少
す
る
と
い
っ
た
結
果
を
得
て
い

る
。
他
に
は
、Berger et al.

（
二
〇
一
九
）
は
拠
出
に

注
目
し
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
へ
の
拠
出
が
一
％
増
加
す
る
ご
と

に
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
へ
の
拠
出
が
約
〇
・
四
％
減
少
す
る
と
い
う

結
果
を
得
て
い
る
。
ま
た
、A

l Zam
an

（
二
〇
一
七
）

は
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
開
設
お
よ
び
拠
出
と
個
人
の
社
会
経
済

的
特
性
と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
分
配
の
観
点
か
ら
分
析

を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、M

illigan

（
二
〇
一
二
）
が

Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
よ
る
税
収
の
減
少
に
つ
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
り
分
析
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に

図表７　一人当たり拠出額と資産残高

年
拠出者一人当たり拠出額
（単位：カナダドル）

保有者一人当たり残高
（単位：カナダドル）

2009 4194.8 3751.3
2010 4991.0 5931.5
2011 5359.2 7480.7
2012 5426.0 9117.9
2013 5938.2 11037.1
2014 6292.4 12913.6
2015 7826.4 15206.0
2016 7014.0 17285.9

〔出所〕　カナダ歳入庁資料より作成
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関
す
る
学
術
研
究
の
動
向
を
追
う
こ
と
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
を
正

し
く
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
分
析

の
方
法
や
考
え
方
を
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
分
析
に
応
用
で
き
る
可

能
性
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
今
後
は
こ

う
し
た
課
題
に
取
り
組
み
、
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
対
す
る
研
究
を

深
め
、
そ
の
成
果
を
基
に
わ
が
国
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（
注
）

⑴　

こ
う
し
た
制
度
に
つ
い
て
体
系
的
に
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、
日

本
証
券
業
協
会
（
二
〇
一
九
）
が
あ
る
。

⑵　

こ
の
論
文
は
、
日
本
証
券
業
協
会
が
実
施
し
た
『
個
人
投
資
家
の

証
券
投
資
に
関
す
る
意
識
調
査
』
二
〇
一
四
年
版
の
個
票
デ
ー
タ
を

用
い
て
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
関
す
る
意
見
形
成
・
投
資
行
動
が
ど
の
よ
う

な
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
か
を
探
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
論
文
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
が
あ
ま

り
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

カ
ナ
ダ
で
は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
他
に
老
後
の
資
産
形
成
を
目
的
に
私
的

年
金
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
資
産
形
成
に
関
す
る
制
度
に

つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
Ｅ
Ｙ
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
六
）、
野

村
資
本
市
場
研
究
所
（
二
〇
一
九
）、
税
制
調
査
会
（
二
〇
一
九
）
が

あ
る
。

⑷　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
現
在
は
二
〇
歳
以
上
の
個
人
を
対
象
と
し
て
い
る

が
、
二
〇
一
九
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
民
法
に
お
け
る
成
年
年
齢

が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
口
座
開
設
が
可
能

な
年
齢
を
一
八
歳
以
上
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑸　

一
カ
ナ
ダ
ド
ル
＝
八
一
円
（
裁
定
外
国
為
替
相
場
：
令
和
元
年
一

一
月
中
に
お
い
て
適
用
）

⑹　

契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
年
齢
が
一
九
歳
に
定
め
ら
れ
て
い
る

特
定
の
州
お
よ
び
準
州
で
は
、
最
初
の
年
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ

ン
ル
ー
ム
は
蓄
積
し
て
翌
年
に
持
ち
越
す
。

⑺　

個
人
が
ど
の
よ
う
に
資
産
を
課
税
対
象
口
座
と
非
課
税
口
座
の
間

で
、
あ
る
い
は
異
な
る
種
類
の
非
課
税
口
座
間
で
分
配
し
て
い
る
か

と
い
う
問
題
の
こ
と
を
い
い
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
研
究
が
蓄
積
さ

れ
て
い
る
。
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